
様式第１号（第４条・第９条関係）

課 長

受付
 No．

福井市企業管理者殿

住　所

申請人 氏　名

電話番号 （　　　　－　　　　　　）

　福井市水道給水条例第２８条第４項及び共同住宅等の水道料金等の計算の特

例に関する取扱要綱の規定に基づき、共同住宅等の水道料金を適用していただ

きたく、関係書類を添えて申請いたします。

 給水装置場所  建物の名称（ビル又はアパート名）

丁目　　　 番 号

町 番地

 種　　　類  部屋数及び店舗数

　　　共同住宅・共同店舗・店舗兼住宅・そ の 他 部屋（世帯） 店舗 

丁目 　　番 号  

町 番地 

 ※「お客様番号」の欄には、最近の領収書等に記載されているお客様番号をご記入ください。

○　添付書類　　世帯名・店舗名一覧表　　全体の平面図

　　　　　年　　　月　　　日

水道使用者名

期から

住所

氏名

※お客様番号

適　用

共同住宅等の水道料金適用申請書 (新規・変更)

 福井市

副課長 担 当課長補佐 課 員

注 裏面の「申請についてのご注意」をよくお読みになられたうえで申請をしてください。



様式第２号（第４条・第９条関係）

 No． 室　名 世帯名・店舗名  No． 室　名 世帯名・店舗名

1 14

2 15

3 16

4 17

5 18

6 19

7 20

8 21

9 22

10 23

11 24

12 25

13 26

世帯名・店舗名一覧表



 No． 室　名 世帯名・店舗名  No． 室　名 世帯名・店舗名

27 40

28 41

29 42

30 43

31 44

32 45

33 46

34 47

35 48

36 49

37 50

38 51

39 52

世帯名・店舗名一覧表



○ 共同住宅等の水道料金適用は、新規・変更ともに遡っての適用はできません。

申請書を提出していただいた後の年度期からの適用となります。

申請書は、適用開始年度期においてメーター検針を行った月の末日までに

提出してください。

　　例：10月15日がメーター検針日の場合

① その月の末日（10月31日）までに申請書を提出してください。（必着）

② 10月15日の検針時の水量を基に申請戸数に応じた料金を計算します。

③ 納付書または納税組合にて料金を納付されているお客様には

翌月中旬（11月15日頃）までに適用後の料金を請求させていただきます。

口座振替にて料金を納付されているお客様には翌月下旬（11月25日頃）、

ご指定口座から適用後の料金を引き落としさせていただきます。

○ 共同住宅等の使用者名義が変わった場合は、適用が解除されますので

新しく使用者になられた方が再度、申請書を提出してください。

○ 共同住宅等の水道料金適用がされても、料金が安くならない場合もありますので

ご了承ください。（水の使用量と戸数によって左右されます）

申請についてのご注意


